
 

 

令和７年度公立保育所等の副食費の考え方について 

 

１ 副食費に係るこれまでの経緯 

（１）公立保育所及び認定こども園における２号認定子どもの副食費 

  公立保育所及び認定こども園における２号認定子どもの副食費については、令和元年１０月実

施の幼児教育・保育の無償化に伴い実費徴収することとなりました。これは、無償化以前から食材

料費については保護者の方に負担をいただくという考えを維持する旨国から示されたことによる

もので、その額は、「幼児教育・保育の無償化に伴う食材料費の取扱いの変更について」（令和元年

６月２７日付け府子本第２１９号・子保発０６２７第１号）において、公定価格の４，５００円を

目安とし、実際に給食の提供に要した材料の費用を勘案して各施設において定めることとなって

いました。このため、当時の副食費の実費額の状況及び公定価格を勘案し、徴収額を４，５００円

と決定しました。 

  令和５年度において、公定価格が４，７００円に引き上げられましたが、当市におきましては、

食材料費の価格高騰が続く中、安全・安心な給食を安定的に提供していくため、地方創生臨時交付

金（電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金）を活用し、同年９月から１人当たり２００円

の副食費に係る食材料費の調達費用を補い、保護者に負担を求めることなく、副食費を４，７００

円としたところです。更に、令和６年度においては公定価格が４，８００円に引き上げられました

が、重点支援地方創生臨時交付金を活用し、令和５年度に引き続き、１人当たり２００円の副食費

に係る食材料費の調達費用を補うことで副食費を４，７００円として維持しています。 

（２）関認定こども園アスレの１号認定子どもの副食費・主食費 

  関認定こども園アスレの１号認定子どもについては、令和元年１０月に当時の実費額の状況に

より副食費を３，０００円と、主食費を６００円と決定しており、令和６年度も引き続きそれぞれ

同額を徴収しています。 

 

 

 

２ 副食費に係る検討 

  令和５年度及び令和６年度においては、国の地方創生臨時交付金（電力・ガス・食料品等価格高

騰重点支援地方交付金）等を活用し、１人当たり２００円の副食費に係る食材料費の調達費用を

補うことで、食材料費の価格高騰及び公定価格の引き上げに対応しましたが、これらの状況を踏

まえ、令和７年度において引き続き園児に栄養バランスのとれた安全・安心な給食を提供するた

めに副食費の考え方の見直しが必要であることから検討を行いました。 

 

令和元年１０月以降 令和５年４月１日以降 令和５年９月１日以降 令和６年４月１日以降

公定価格（副食費徴収免除加算月額） ４，５００円/月 ４，７００円/月 ４，７００円/月 ４，８００円/月

副食費（公立保育所等）２号 ４，５００円/月 ４，５００円/月
４，７００円/月
（200円補填によ
り4,500円/月）

４，７００円/月
（200円補填によ
り4,500円/月）

副食費（アスレ）１号 ３，０００円/月 ３，０００円/月 ３，０００円/月 ３，０００円/月

主食費（アスレ）１号 ６００円/月 ６００円/月 ６００円/月 ６００円/月
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子ども未来部子ども政策課 



３ 令和７年度における副食費の考え方 

  ２号認定子どもの副食費は、公定価格を目安とし、実際に給食の提供に要した材料の費用を勘

案して各施設において定めることとなっています。公定価格は、毎年度４月に示されるものであ

り、当該年度での対応は困難であることから、前年度の公定価格を目安とすることとし、令和６年

度の４，８００円で検討しました。また、２号認定子どもについて実際に給食の提供に要した材料

の費用は、１月当たり４，９００円であることから、これらにより令和７年度の副食費を次の表の

とおり決定します。 

  また、関認定こども園アスレの１号認定子どもの副食費及び主食費は、前々年度の実際に給食

の提供に要した材料の費用から次の表のとおり決定します。 

  なお、低所得者層や多子世帯などの一部の世帯については、現行どおり免除とします。 

   

 

 

 

  

副食費（公立保育所等）２号

副食費・主食費（アスレ）１号

（内訳）副食費

主食費

（参考）前年の公定価格

３，０００円/月

　　６００円/月

４，７００円/月

４，８００円/月

３，９００円/月

３，２００円/月

　　７００円/月

４，８００円/月

令和６年度 令和７年度

４，７００円/月（200円補填）

３，６００円/月


